
 2025度くすのき保育園 重要事項説明書 
                                  

 教育‧保育の提供の開始にあたり，くすのき保育園（以下「本園」という。）が利⽤者に説明すべき 
 内容は，次のとおりです。 

 １．施設の⽬的及び運営の⽅針 

 ○  運営主体 
 名 称  社会福祉法⼈ 楠福祉会 
 所在地  熊本県熊本市南区城南町六⽥４７５－2 
 電話番号  ０９６４－２８－６１６３ 
 代表者⽒名  理事⻑ 成松 祐⼦ 
 定款の⽬的に定 
 めた事業 

 保育所の経営 

 ○  施設の概要 
 施設の種類  保育所 
 施設の名称  くすのき保育園 
 施設の所在地  熊本県熊本市南区城南町六⽥４７５－2 

 連 絡 先  ＴＥＬ ０９６４－２８－６１６３ 
 ＦＡＸ ０９６４－２８－６２４０ 

 園⻑⽒名  成松 祐⼦ 
 対象児童  ⽣後2ヶ⽉〜⼩学校就学前の児童 
 利⽤定員  ３号認定⼦ども55 ⼈     ２号認定⼦ども 75  ⼈ 
 開設年⽉⽇  昭和５４ 年 4 ⽉ 1 ⽇〜 
 取扱う保育事業  延⻑保育‧⼀時保育.‧障害児保育 
 メールアドレス  kusunoki@axel.ocn.ne.jp 

 ○  事業の⽬的‧運営⽅針 
   本園は、児童福祉法第３９条の規定に基づき、保育が必要な⼦どもの保育を⾏い、 
 その健やかな成⻑が図られるよう適当な環境を与えて、その⼼⾝の発達を助⻑することを⽬的とし、次 

 に掲げる運営⽅針に基づき，教育‧保育を提供します。 

 ‧  本園は、「くすのきのように やさしく、つよく（⽀え合い思いあうやさしさと強さ）、たくま 
 しく（困難を乗り越える⼒をつける）伸びていってほしい」という願いを持ち 
 ⼀⼈⼀⼈の⼦どもの権利を⼤切にしながら⼼⾝共に健康な⼈間性の基礎を育て、地域を含む保護 
 者からも愛され信頼される保育園を⽬指します。 

 ‧  本園は、条例が定める職員や設備の基準その他関係法令等を遵守します。 

 ２．提供する教育‧保育の内容 

 本園は、児童福祉法、⼦ども‧⼦育て⽀援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育 
 課程にそって、⼦どもの発達に必要な保育その他の便宜の提供を⾏います。 

 ○  特定教育‧保育 
 《特⾊》広々とした⾃然環境のもと 養護と教育が⼀体となって、⼼⾝ともに健康でおだやかな 

 ⼦どもの育成に努める。また、野菜作りを通して⼟に親しみ 命の⼤切さ、⼈､物への感謝の気 
 持ちが持てる⼼を育てる。 

 ‧ 
 《保育形態》年齢別保育 保育内容により縦割り保育も⾏います。 

 ‧   毎⽇の保育の流れ、クラス編成、年間のクラス別保育計画（⾏事予定）等 
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 ○  ⾷事の提供 
 ‧  献⽴表は毎⽉別途お知らせします。 
 ‧  アレルギー対応を⾏っています。⾷物アレルギー等、体質に合わない⾷材があれば必ず事前 

 にご相談ください。（医師の診断書が必要です。） 

 《提供時間》 
 提供⽇  午前間⾷  昼⾷  午後間⾷ 

 ０歳児  ⽉〜⼟曜⽇  9時15分頃  11時15分頃  3時00分頃 
 １歳児  ⽉〜⼟曜⽇  9時15分頃  11時20分頃  3時00分頃 
 ２歳児  ⽉〜⼟曜⽇  9時15分頃  11時30分頃  3時00分頃 
 ３歳以上児  ⽉〜⼟曜⽇  1１  時40分頃  3時00頃 

 ○  延⻑保育 
 ‧通常利⽤時間外の延⻑保育を実施しています。 

 ※利⽤時間及び利⽤料は4をご覧ください。 

 《施設及び設備》 
 ‧敷地及び園舎 

 敷 地 
 敷地全体  ２４３５．０３㎡ 

 園庭            1,400㎡ 
 借地 594㎡ 理事⻑より無料 

 園 舎  構 造  2階建 鉄⾻造 平成30年築 
 延べ床⾯積  948、63㎡ 

 ‧主な設備 
 設備  部屋数  ⾯ 積  備  考 

 乳児室  1室  159.40㎡ 
 ほふく室  室  ㎡ 
 保育室  4室  224.36㎡ 
 遊戯室  1室  89.62㎡ 

  調理室  １室     31.99㎡ 
 ⼀時  １室       ㎡ 

 ３．職員について 

 ○  職種、員数及び職務の内容 
 職 種  常勤  ⾮常勤  職務の内容 

 園⻑  １⼈  職員及び業務の管理、職員の指導監督等 
 主任保育⼠  1⼈  保育⼠の統括、地域⼦育て⽀援等 
 副主任保育⼠  1⼈  主任保育⼠の補助 
 保育⼠  17⼈  6⼈  保育の提供、保護者への連絡等 
 看護師  1⼈  園児の健康管理、衛⽣環境の整備 
 栄養⼠  2⼈  園児及び職員の⾷事の作成、⾷育指導 
 調理員  1⼈  調理補助 
 ⼦育て⽀援員  1⼈  2⼈  乳児の保育補助 
 事務員  １⼈  経理事務 
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 ※職員数は変動する場合がありますが、市が条例で定める教育‧保育の提供に必要な職員数以上の 
 職員を常に配置しています。 

 ※常勤‧⾮常勤の内訳は，職員の異動に伴い変動する場合があります。 
 ※ローテーションにより，各保育⼠の勤務⽇及び勤務時間帯は異なります。 

 ４．教育‧保育を⾏う⽇‧時間 

 ○通常利⽤時間 
 利⽤区分  利⽤時間  休業⽇ 
 ２号認定 
 （標準時間） 

 ⽉〜⼟曜⽇ 
 7：00 
 〜18：00 

 ‧⽇曜⽇ 
 ‧年末年始（１２⽉２９⽇から１⽉３⽇） 
 ‧祝⽇（国⺠の祝⽇に関する法律に規定する⽇） 

 ２号認定 
 （短時間） 

 ⽉〜⼟曜⽇ 
 9：00 
 〜17：00 

 ３号認定 
 （標準時間） 

 ⽉〜⼟曜⽇ 
 7：00 
 〜18：00 

 ３号認定 
 （短時間） 

 ⽉〜⼟曜⽇ 
 9：00 
 〜17：00 

 ※２号‧３号認定こどもに実際に保育を提供する⽇及び時間帯は，就労時間その他保育を必要とす 
 る時間を勘案し，本園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します 

 ※⾮常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に休園⽇とする場合があります。 

 ○  延⻑保育事業 
 利⽤区分  利⽤時間  利⽤料 
 保育標準時間  18時00分から19時00分まで  100円（30分当たり） 
 保育短時間  17時00分から19時00分まで  100円（30分当たり） 
 保育短時間  8時００分から9時００分まで  100円（30分当たり） 

 ○  ⼀時預かり事業 
 利⽤区分  利⽤時間  利⽤料 
 半⽇利⽤  8時30分から12時○○分まで  1,000円（１回当たり） 
 １⽇利⽤  8時30分から17時3○分まで  2,000円（１回当たり） 

 ５．保育料等 
 ○  利⽤者負担（基本保育料） 

    居住地の市町村が収⼊に応じて定める額 

 ○特定負担額（上乗せ徴収） 
 教育‧保育の質の向上を図るため、以下の⾦額を徴収します。 
 利⽤区分  費⽤の種類  使途‧⽬的  納付額  納付時期 
 なし 

 ○  実費徴収額 
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 教育‧保育の実施にかかる実費分として、以下の⾦額を徴収します。 
 利⽤区分  費⽤の種類  使途‧⽬的  納付額  納付時期 
 副⾷費（3,4,5歳 
 児） 

 給⾷費  ⾷事  実費(4800円)  毎⽉ 

 クレヨン、画帳等  教材費  保育での使⽤  実費(  2,000円  )  ⼊園進級時 
 体操服 園児服等  被服費  園⽣活の際着⽤  実費(  10,000円  )  随時 
 カバン  等  教材費  登降園時  実費(  5,000円  )  ⼊園時 

 ※納付額は1⼈当たりの概ねの⾦額 

 ６．利⽤定員 
 ○  年齢別利⽤定員 

 利⽤区分  ０歳  １歳  ２歳  ３歳  ４歳  ５歳  計 
 ２号認定  25名  25  名  25  名  75名 
 ３号認定  15名  20名  20名  55名 

 ７．利⽤の開始及び修了に関する事項 

 ○  ⼊園 
  本園を利⽤するにあたっては次の⼿続きが必要です。 

 ‧  「熊本市施設型給付費‧地域型保育給付費等⽀給認定申請書兼事業所新規⼊所申込書（児童台 
 帳）」  に必要事項を記載し、就労証明書、⼜は保育を必要とする理由書類（診断書等）を添付 
 のうえ、熊本市が定める期限までに本園に提出してください。 

 ‧保育の必要性が認定された⽅には、熊本市より  「⽀給認定証」  が交付されます。 
 その後、お申込み状況等をふまえて熊本市が利⽤調整を⾏い、⼊園が決定します。そのため、 
 状況によっては、⼊園できない場合もあります。 

 ○  退園‧転園‧休園 
 ‧  退園を希望する場合は、退園⽇の３週間前までに、退園届を提出してください。 
 ‧  転園が決定した場合は、すみやかに退園届を提出してください。 
 ‧  市外に転出する場合は、事前に職員へお伝えください。 
 ‧  休園に際しては、原則、熊本市が定める期間（およそ1ヶ⽉程度）までとし、事前の届出が必 

 要です。無届で⽋席が続く場合、退園していただくこととなります。 
 ‧  お申込み内容の変更があった場合（転居、離婚等）は、すみやかに変更届を提出してくださ 

 い。 
 ‧  園児が特定の感染症等に感染した場合には、感染症対応マニュアル及び主冶医の指⽰等によ 

 り、本園において登園時期を検討します。なお、回復後の再登園の際には治癒証明書の提出が 
 必要となります。 

 ○  利⽤の終了に関する事項 
   本園は，以下の場合には教育‧保育の提供を終了いたします。 
   ‧園児が⼩学校就学の始期に達したとき。 
   ‧児童の保護者が，市町村が定める⽀給要件に該当しなくなったとき 
   ‧その他，利⽤の継続について重⼤な⽀障⼜は困難が⽣じたとき 

 8．虐待防⽌のための措置 
 本園は、⼦どもの⼈権の擁護‧虐待の防⽌のため次の措置を講じます。 

 （1）  ⼈権の擁護、虐待の防⽌等に関する必要な体制の整備 
 （2）  職員による利⽤⼦どもに対する児童福祉法第３３条の第１０各号に掲げる⾏為その他⼦ども 

 の⼼⾝に有害な影響を与える⾏為の禁⽌ 
 （3）  虐待の防⽌、⼈権に関する啓発のための職員に対する研修の実施 
 （4）  その他虐待防⽌のために必要な措置 

 本園は、保育の提供中に、本園の職員⼜は養育者（保護者等利⽤⼦どもを現に養育する者）による 
 虐待を受けたと思われる⼦どもを発⾒した場合は、速やかに、児童虐待の防⽌等に関する法律の規 
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 定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。 

 9．緊急時の対応及び⾮常災害対策 
 ○  緊急時の対応 

 管轄警察署  熊本南警察署（城南交番） 
 病院  ⼩林病院   

 熊本市南区城南町隈庄574 
 対応⽅法  園児に健康状態の急変等の緊急事態が発⽣した場合には，速 

 やかに園児の家族等に連絡をするとともに、園児の主治医、 
 園医等に相談する等の措置を講じます。 

 ⼀⻫連絡⽅法  ‧⼀⻫メール(必要に応じ電話)で連絡致します。 
 ‧「ゆめねっと⾮常時対応システム」で緊急送信します。 

 本園の対策  ‧防犯カメラ 16台 
 ‧ＡＥＤ設置 
 ‧事故防⽌に関する定期的な職員研修の実施 

 ○  ⾮常災害対策 

 消防計画  熊本市南消防署    令和5年 7 ⽉ 28 ⽇届出 
 防⽕管理者  ⽔上礼 

 避難訓練  ⽕災等を想定した避難訓練を毎⽉実施します。 
 防災設備  ⾃動⽕災報知機‧誘導灯‧消防署通報システム 
 避難場所  第１避難  くすのき保育園園庭  第２避難  保育園駐⾞場 
 園児の引渡し  上記避難場所の、より安全な場所で職員が⾏います。 

 1０．要望‧相談‧苦情等の受付 
 本園では，要望‧相談‧苦情等に係る窓⼝を以下のとおり設置しています。 

 本園ご利⽤ 
 相談窓⼝ 

 ‧受付担当者  松村⽣ 
 ‧解決責任者  成松祐⼦ 
 ‧ご利⽤時間  ８：３０〜 １7：３０（⽉〜⾦） 
 ‧電話番号   ０９６4－２８－６１６３ 
 ‧ＦＡＸ    ０９６4－２８－６２４０ 
 担当者が不在の場合は，本園職員までお申し出ください。 

 第三者委員 
 成松 正治 

 電話番号 ０９６４－２８－２７９３ 
 役職‧肩書等 六⽥区⾃治会副会⻑ 

 ⽊本 俊⼀ 
 電話番号 ０９６－２７９－２９６６ 
 役職‧肩書等 元⽼健施設⻑ 

 ※本園では，上記のほか，園内に要望‧苦情等に係る投函箱を設置しています。 

 １1．利⽤者に対しての保険の種類‧保険事故‧保険⾦額 
 本園では，以下の保険に加⼊しています。賠償すべき事故が発⽣した場合には、速やかに損害賠償を 
 ⾏います。 

 保険の種類  保育園総合保険 
 保険の内容  園児傷害保険 保育園賠償責任保険 主催事 

 業参加者障害保険 
 保険⾦額   傷害保険 通院 1,300円 

       ⼊院 18,00円 
       死亡 113.0万円 
  主催⾏事参加者障害保険  
       通院 1,000円 
       ⼊院 1,500円 
       死亡 100万円 
  賠償責任保険 (1事故につき) 
       対⼈ 10憶まで 
       対物 1,000万円まで 
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 １2．守秘義務及び個⼈情報の取扱いについて 
 園児及びその保護者等に係る個⼈情報については，以下の⽬的のために必要最⼩限の範囲内において 
 使⽤します。 
 ‧⼩学校への円滑な移⾏‧接続が図れるよう，卒園に当たり、⼊学先の⼩学校との間で情報を共有す 

 ること。 
 ‧市町村が認定した世帯所得に基づく毎⽉の基本保育料の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利 

 ⽤すること。 
 ‧他の保育所等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において，他の施設との 

 間で必要な連絡調整を⾏うこと。 
 ‧緊急時において，病院その他関係機関に対し必要な情報提供を⾏うこと。 

 １3．提携する医療機関等 
 種類  嘱託医（内科）  嘱託⻭科医 
 病院名  ⼩林病院  本⽥⻭科 
 所在地  熊本市南区城南町隈庄574  熊本市南区城南町隈庄536 
 院⻑名  坂⼝ 智則  本⽥ 信⼦ 
 ＴＥＬ  0964-28-2025  0964-28-2153 

  ※このほか、園勤務の看護師が園の環境衛⽣の維持改善に関する取り組みをし、 
 ⽉1回ほけんだよりを発⾏します。 

 １4．園からのお願い 
  本園の利⽤にあたっては、以下の事項にご協⼒ください。 

 ‧  園の敷地内はすべて禁煙です。 
 ‧  利⽤者の思想，信仰は⾃由ですが、他の利⽤者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠 

 慮ください。 
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